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研究成果の概要（和文）：世界の道徳教育の新しい潮流が、子ども達を学校教育の場に止まらず、

広く地域コミュニティの活動に参画させながら彼らの社会認識を広め、道徳的実践力を涵養さ

せる方向に進んでいる。変容激しい社会変化のなかで儒教的社会規範が薄れてきている中国と

日本の子ども達の道徳的社会行動を比較分析すると、子どもの「規範遵守」態度ならびに「礼

節関与」姿勢の形成には共通して教師・親・友人などの人間関係の影響力が大きいことが明ら

かになった。またアメリカでは、子ども達を地域のコミュニティ活動に参画させる教育事業の

ために多大な国家予算と支援組織を築き上げてきている。これは、子ども達のコミュニティへ

の実践的参画を促すことが子どもの市民性涵養のための有効な手段との評価に基づいている。 
 
研究成果の概要（英文）：The new current of the moral education in the world is progressing 
in the direction of making children take part in activities of regional communities, while 
training them to cultivate social and moral consciousness in the place of school education. 
When making the comparative analysis of the children's moral behavior of Japan and 
China where Confucian social norm is fading in the radical social change, I found that 
the human relationships of a teacher, parents, a friend, etc. with children have an 
important effect on a child's "norm observance" attitude and contribute to the 
formation of a "courtesy participation" behavior in these two countries. Moreover, a 
large amount of national budget in the U.S. has been subsidized through the agencies 
built up for an educational business that promotes participation of children in the 
community services. The practical services and participation of children in the 
community is valued as important vehicles for training and cultivating civic 
responsibilities. 
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１．研究開始当初の背景 
(1)アメリカの道徳教育に関する調査研究の
実績－伴は、1990 年代にアメリカのキャラ
クターエデュケーションが連邦政府に施策
に取り入れられるようになる以前から現地
での観察調査を続けてきており、2002 年刊
の押谷・伴共著編『世界の道徳教育』では、
「アメリカの思想の系譜と道徳教育」と題す
る章で植民地時代にまで遡ってキャラクタ
ーエデュケーションのルーツを追跡して論
述している。 
(2)道徳教育実践プログラムの開発と効果の
科学的測定についての研究－伴と連携研究
者の押谷は、長年にわたり道徳教育と道徳社
会的人格形成との関係性に関する共同研究
を進めてきており、前年には全国各地の実践
プログラムが子ども達の道徳性形成に如何
に寄与しているかの実証的研究を行った。 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は次の３つの点である。①欧

米先進諸国で現在、社会価値の再構築へ向け
ての動きが起こり、地域コミュニティの再生
による市民性涵養の教育政策が提案および
実施されている。その具体的施策と社会背景
を探る。②地域の教育機関が主導して、サー
ビス・ラーニング等の奉仕活動を通じた子ど
も達の道徳的実践力の育成に繋げているア
メリカなどの教育施策の現状と仕組みを調
査する。③儒教的伝統が人々の社会意識を規
定していると言われている日本と中国とい
った極東アジアの子ども達の道徳的社会行
動は、変容激しい今日の社会において如何な
る現状にあるのか、子ども達自身への質問紙
調査を通じて明らかにする。 
 
３．研究の方法 
上述の３つの目的それぞれに対応する形

で、以下の研究調査の方法を用いた。まず目
的の①に関連して、国家を越えた民主主義の
新たな価値枠組みに基づく市民性の育成を
提唱するヨーロッパ協議会等のシティズン
シップ教育の理念と実施状況を現地調査す
るとともに、ヨーロッパ大陸諸国とは異なっ
た枠組みで展開されている英米のシティズ
ンシップ教育を明らかにする。また目的の②
に関連しては、サービス・ラーニング等の徳
育に係るアメリカの教育施策の全貌を把握
するとともに、全米組織の会議等を通じた現
地調査を実施する。さらに目的の③に関して

は、中国および日本の子どもに対する道徳的
社会行動に関する質問紙調査を実施すると
ともに、中国の学校での道徳教育カリキュラ
ムとその実際を調査する。 
 
４．研究成果 
 本研究の成果についても、先述の「２．研
究の目的」ならびに「３．研究の方法」の叙
述の各３分野に対応する成果を述べていこ
う。 
(1)欧米先進諸国のシティズンシップ教育 
①ヨーロッパ評議会シティズンシップ教育 
ヨーロッパ評議会(Council of Europe)は、

1949年、人権、民主主義、法の支配という共
通の価値の実現に向けた加盟国間の協調の
拡大を目的としてフランスのストラスブー
ルに設立された。加盟国は 46 カ国（EU 全加
盟国、南東欧諸国、ロシア、トルコ、他）、
オブザーバー国は 5カ国（日本、米、加、メ
キシコ、バチカン）を数える。同評議会は、
設立当初から特に人権、民主主義等の分野で
活動してきたが、最近ではさらに、薬物乱用、
生命倫理、サイバー犯罪、人身取引、テロな
どの問題にも対応しており、各種条約策定、
専門家会合の開催などの他、国際問題などに
関する勧告や決議を採択したりしている。 
報告者伴は、2008 年 9 月 22 日に実際にス

トラスブールのヨーロッパ評議会を訪れ、シ
ティズンシップ教育の担当者達から直接に
話を聴取した。 
ヨーロッパ評議会がシティズンシップ教

育への取り組みを始めたのは、1993年の欧州
連合(EU)の発足と軌を一にしており、ヨーロ
ッパ域内の国境を越えた経済社会面での実
質的な国家統合という現実を受けて、1997年、
民主的シティズンシップ教育(Education for 
Democratic Citizenship and Human Rights)
の推進を決議、文化的多様性を尊重しつつも
国家枠を越えたシティズンシップのあり方
を模索するところから出発した。 

ヨーロッパ評議会の民主的シティズンシ
ップ教育担当者によると、EDC(Education for 
Democratic Citizenship and Human Rights
を EDC と略称する) Project はその発展段階
を３つの段階に分けられ、EDC Project の第
一期は 1997 年から 2000までに該当し、主に
その活動は EDC の定義の探求と展開 に当て
られたという。EDC Project の第二期は、2001
年から 2004 年までで、活動の焦点は教育政
策と実践との架け橋の構築 、シティズンシ



ップ教育政策の展開 と諸国間のネットワー
クの構築 にあった。ヨーロッパ評議会は、
2005年をヨーロッパ・シティズンシップ教育
年(The 2005 European Year of Citizenship 
through Education)と定め、各加盟国でのシ
ティズンシップ教育政策の実施枠組を構築
し、持続可能なシティズンシップ教育プログ
ラムを開発 するよう各国に呼びかけた。 
現在は、2006 年から 2009 年までの EDC 

Project の第三期に当たり、すべての人々の
ための民主主義の学習と生活

がテーマとなっ
ている。第三期の活動は大きく３つの系統に
分けられ、（/LQ H� RI� $ FWLRQ � � � � (GX FDWLRQ �
policy development and implementation for 
democratic citizenship and social 
inclusion、/LQ H� RI� $ FWLRQ � � � � 1HZ � UROHV� Dnd 
competences of teachers and other 
educational staff in EDC/HRE、 /LQ H� RI�
$ FWLRQ � � � � ' HPRFUDWLF� JRYHUQ DQ FH� RI�
educational institutions ）それぞれの系
統において具体的な活動マニュアルを作成
しているというのである。 
②イギリスにおけるシティズンシップ教育 
 イギリスでは、� � � � 年保守党サッチャー政
権の下でナショナル・カリキュラムが導入さ
れ、さらに 2000 年にそのナショナル・カリ
キュラムの改訂がはかられた際、2002年から
キーステージ３および４の学年段階（ � � 歳か
ら � � 歳）でのシティズンシップ教育の必修
化が決まった。このシティンシップ教育の必
修化に大きな役割を果たしたのは、Bernard 
Crick を委員長とするシティズンシップ諮問
委員会が � � � � 年に当時の教育雇用省大臣に
宛てて提出した最終報告書 Education for 
Citizenship and the teaching of democracy 
in schools である。クリック・レポートと
呼ばれる同書のなかで、Bernard Crick は次
のように語っている。「シティズンシップ教
育は法令化されるかどうかという問題を超
えて重要である。もしうまく教えられ、その
地域の要望にぴったりあうなら、そのスキ
ル・価値は、学校から始まり、そこから広が
り、民主的な生活において私たちみんなの権
利意識も責任意識も高かまるだろう。」 

こうした言説にも見られるように、必修化
の背景には、移民の急速な増加や落ちこぼれ、
怠学、少年犯罪等の教育の病理現象に翻弄さ
れていた学校を生徒の意識から改革し、その
効果を地域社会に波及させていこうとする
意図があった。シティズンシップ教育のナシ
ョナル・カリキュラム指導書の冒頭にはその
目的を以下のように述べている。「生徒はシ
ティズンシップ教育を受けることによって
地域社会、国、さらに国際社会での役割を効
果的に果たすための知識、スキル、理解を得
ることができる。シティズンシップ教育は生

徒に自分の義務と権利を自覚した、見識のあ
る、思慮深い、責任ある市民になることを促
す。またシティズンシップ教育は教室内でも、
教室を離れても、生徒がより自信と責任をも
てるようにさせながら、生徒の精神的、道徳
的、社会的、文化的発達を促す。シティズン
シップ教育を受けることにより、生徒は励ま
され、学校、近隣、コミュニティ、あるいは
もっと広い世界で貴重な役割を果たすよう
努力するようになる。シティズンシップ教育
により生徒はまた我々の経済、民主的な制度
や価値についても学ぶ。つまり、生徒は国、
宗教、民族のアイデンティティの多様性を尊
重するようになり、生徒はこれらに関連した
問題について考え、ディスカッションに参加
する能力をも発達させる。 
シティズンシップ教育はキーステージ３

および 4 で行われる人格・社会性・健康教育
（PSHE）のフレームワークによって補われ
る。」 

現在のイギリスにおけるシティズンシッ
プ教育の重要課題は、実際に各学校でシティ
ズンシップ教育を担える力量を持った教師
が少ないことで、教育省もその教師養成に力
を注いでいるとのことであった。� � � � 年 9月
� � 日にイギリス教育省（Department for 
Children, Schools and Family と改称）を
訪問した時にも、担当のカリキュラム課長補
佐の $ ODQ � & larke氏に加え、シティズンシッ
プ教育の教師養成教育を民間の法人で担当
している Pete Pattisson 氏を呼び、補足説
明をお願いしていた。 
(2)アメリカ合衆国の徳育に係る教育政策と
サービス・ラーニング 
①アメリカ連邦政府の徳育関係政策と予算 
 アメリカ合衆国の徳育を特徴づける要素
に、①民主主義の理念とリーダーシップ、②
実践性と科学的実証性、③地域社会との連携、
の３つが挙げられる。そしてこれらの要素は、
アメリカ合衆国の徳育に係る種々の具体的
な教育政策のなかで、渾然一体となり融合し
て現れるものではあるが、各要素が突出して
顕現する連邦政府の徳育関連の予算プログ
ラムを挙げると、①の要素に係わっては
Civic Education および & ,9,7$ 6、②の要素

図１．アメリカ連邦政府徳育関連プログラム
と � � � � 年度予算額 



に関連しては Character Education、③の要
素に関しては Community Service あるいは
Service-Learning といった呼称で呼ばれる
プログラムが連関づけられる。そして、これ
らのプログラムに対して 2008 年度に連邦教
育省を中心に連邦政府が助成した額が以下
に図示される。 
 一般にアメリカ国民は、日常生活の節々で
人間の崇高な理念や夢を臆することなく語
り、態度や行動にも明示的に表現する。それ
は子供のころから教育のなかで身体の一部
に刷り込まれてきているものでもある。その
典型の一つが自由と正義の建国理念である。
アメリカの公立学校の教室にはほぼ例外な
く合衆国の国旗が掲げられ、毎朝子供たちは
始業前に胸に右手を当てる宣誓の姿勢で合
衆国国民としての誓いを斉唱するのである。
「私はアメリカ合衆国の旗に忠誠を誓いま
す。そして、旗が象徴する共和国に、神の下
でひとつであり、あらゆる人に自由と正義が
ある国に。」 
 この民主主義国家としてのアメリカの普
遍的な理念を教えること、すなわちアメリカ
の民主主義の基盤を成す合衆国憲法や権利
章典の理念と価値を、小学校から高校までの
子どもに教育するプログラムは”Civic 
Education”プログラムとして 2008年度には
2000万ドルが予算化されている。さらに、ラ
テン語で「ローマ市民」を表す”CIVITAS 
International”プログラムは、ローマ帝国
が政体や文化の違う民族の人々をローマ法
の理念の下に同じローマ市民として扱った
ように、アメリカの民主主義の精神を発展途
上国や紛争国の人々に広めることを目的と
し、1200 万ドルが割り当てられている。 
 アメリカ版道徳教育である Character 
Educationは、1990 年代に全国的な教育運動
として盛り上がりを見せるようになり、民主
党のクリントン政権がその流れに先鞭をつ
ける形で 1995 年から 2001 年までに全米 48
州とワシントン DC に 100 万ドルまでのキャ
ラクターエデュケーション・パイロット・プ
ロジェクトと称する連邦補助金を交付して
きた。実際の教育権限を有する各州政府は、
Character Education に対しても独自の施策
を推し進めており、バージニア、ユタ、イリ
ノイ州などのように州の学校法で必修と定
める州から、ニュージャージー州のように州
知事が多くの予算をつけながらも法制化ま
ではしない州まで様々である。 
 この Character Education に対し、2008年
度アメリカ連邦教育省は 2400 万ドルの予算
をつけ、主として各州内の学校区より提出さ

れた Character Educationの実践的プログラ
ムを助成している。またアメリカ連邦教育省
は、同省の下に Character Educationプログ
ラムの支援及び評価を行う下位機関として
CETAC（2001年）と IES（2002 年）を設立し、
各地での助成プロジェクトを実施しての効
果を、科学的に評価することを求めている。 
 アメリカの徳育を特徴づける第三の要素
③地域社会との連携については、地域コミュ
ニティの社会活動に実践的に関わるなかで
こそ民主主義社会を担う市民性が獲得でき
るというアメリカ人の伝統的考え方を、その
徳育実践のなかに結実させた Community 
Service あるいは Service-Learning がある。
ことに Service-Learning とは、学校の方か
ら子ども達に地域コミュニティへの種々の
貢献および奉仕活動(Service)をするよう促
すとともに、その経験から学んで(Learning)
いけるようなカリキュラムを用意する一種
の学社連携プログラムである。これら両者に
対し、アメリカ連邦政府が 1990 年全米及び
地域サービス法 (National and Community 
Service Act)に基づき、連邦労働省、連邦保
健福祉省、連邦教育省の 3省にまたがる連結
予算として 2008 年度に計上した予算は、合
計 8億 5600 万ドルに上る。  
②Service-Learning プログラムの実際 
 2009年 3月 18日から 21日までテネシー州
ナッシュビルで開催の「第２０回全米サービ
ス・ラーニング会議(The 20th Annual National 
Service-Learning Conference)」での資料に
基づく。 
 
1)あらゆるところにピースキーパー（小学校、
安全プログラム） 
目的：子ども達は学校で思いやりの人間関係
を援ける多様な解決方法と方略を学習する
必要がある。彼らが先導者そして仲間として
参加することで地域社会が良くなる。 
プログラムの実際：教師による以下の役割を
担う児童の指名 
和平監視員（3～4 年生）－運動場とスクール
バスで起こる子どもの間の問題を助ける。 
訓練された調停員（4～5 年生）－生徒同士の
問題解決を調停する。 
全ての児童－クラス内での葛藤解決の方略
を学ばせ、実践させる。 
ピースキーパーの役割を果たす児童は出来
事を日誌に書き込み、教師はフィードバック
を行う。出来事に係わる経験、考えや感想に
つきグループ討議をさせる。 
2)地域の汚染調査（中学校、環境プログラム） 



目的：汚染物質の地表流出について地域共同
体に教え，スライドショーとパンフレットを
用いて対処法を人々に啓蒙する。 
プログラムの実際：水の使用法・汚染・居住
環境への影響について事前に学習する。地域
の水質調査委員会の代表者と状況視察を行
い、雨水配水管を監視し，投棄された品目を
記録するなど調査を実施し，発表を準備する。 
� � アメリカ先住民の聖地回復（ハイ・スクー
ル、社会改良プログラム） 
目 的 ： 学 校 の 敷 地 に あ る 先 住 民
（Gabrielino/Tongva）民族の歴史的聖地が
荒廃されたまま放置されており、歴史的遺跡
として復興させる。 
プログラムの実際：学校の敷地にあるとうわ
さされていた Gabrielino/Tongva民族の聖地
の泉の存在を確かめ、復興の過程について学
び、地域の Gabrielino/Tongva団体に知らせ
て、復興のための活動計画を立てる。
Gabrielino/Tongva 地方団体とともに、史跡
保護指定の公的申請手続きを行い、地域社会
に知らせる標識を作り、メディアに公表する
ため協力する。 
地域社会ではこの泉の史跡指定と回復を祝
い、祝賀会が開かれた。毎年 � � 月にはハイ・
スクールで、アメリカ先住民の芸術や技術を
紹介する「コロンブス以前の時代の日」フェ
スティバルが開催されている。 
(� )子どもの道徳的社会行動に関する日中比
較調査研究 
①研究目的－本研究は、これまで伴が実施し
てきた日豪、日米、日韓の国際比較研究と同
様の視座に立って、同じ極東アジアの隣国に
あって長年儒教的伝統の影響を受けてきた
点では日韓と同じ地理的歴史的条件下にあ
りながらも、政治体制を含め日本以上の急激
な社会変化と価値変容に曝されている中国
の子ども達を対象に、子ども達の道徳性や社
会行動はどういう現況にあるのか、いかなる
環境要因が関わり、また学校での道徳教育が
どのくらいの影響力を有しているのかを解
明することを目的にしている。 
②研究調査の概要 
調査時期：2007年 � � 月－ � � � � 年月 � 月 
調査対象者：小学校 4-5年生 
有効回答数：東京 9� � 名、北京 � � � 名 
③調査結果（一部のみ） 
学校生活における子どもの道徳的社会行

動と意識に関する質問２０項目について、因
子分析を行ったところ４因子を抽出した。 
因子１は、「先生の言いつけをよく守る」

「担任の先生の指示に従う」「学校や学級の
きまりを守る」などの項目からなる因子でし
た。この因子は、学校・学級で集団生活をす
る上での約束事や決まりを守っているかな
どを問う項目が主に含まれているので『学校
規範遵守』と名付けた。 

因子２は、「自分の意見をはっきり言う」
「学級の話し合いに積極的に参加する」「学
校でゴミを拾う」などの項目からなる因子で
した。この因子は、他人との関わりにおいて、
時と場面と場所に応じた態度やふるまいが
できるかをみる項目が含まれているので『学
校礼節関与』と名付けた。 
因子３は、「他の人と協力して学習する」

「わからないところを友だちに教えてあげ
る」「困っている友だちがいたら助けてあげ
る」などの項目からなる因子でした。この因
子は、自分と他人との関係において相互協力
しながら作業や活動ができるかを尋ねる項
目が含まれているので『学校協力レディネス』
と名付けた。 
因子４は、「授業中に友人とおしゃべりを

する」「授業中、先生の話を聞かない」「授
業中にメールを打ったり、メモを回す」の項
目からなる因子であり、この因子は、授業以
外のことに意識が向いている質問項目が含
まれているので『学校授業逸脱』と名付けた。 
次に、これら各因子の質問項目の回答を得

点化し、各因子をそれぞれ一つの合成変量に
転換して指標を作成した。そして、学校にお
ける子どもの道徳的社会行動に対して、いか
なる要因が影響を与えているかを明らかに
するため、先に述べた因子から作成した各合
成変量の指標を従属変数に設定し、性別、兄
弟数、学校の印象、道徳の授業の影響など、
１６項目の説明変数による重回帰分析を行
った。 
まず、子どもの「学校規範遵守」指標に影

響を及ぼす要因としては、両国ともに共通し
て「先生にほめてもらう」「先生にしかられ
る」「親にしかられる」「放課後に友達と遊ぶ」
といった要因が大きな規定因となっている
ことが分かった。 

さらに「道徳の授業が楽しい」と感じてい



る子どもほど、規範意識が高く、日本以上に
中国の子どもの方に学校での道徳教育の効
果が顕著に表れている。 
     日本（東京）    中国（北京） 

偏相関係数   0.706       0.602 

決定係数    0.496       0.270 

表２ 学校規範遵守指標の多重回帰分析 
また、日本の子どもに関しては、「親にほ

めてもらう」「ゲームをする時間」といった
家庭における要因も「学校規範遵守」行動に
大きな影響を与えている一方、中国では、学
校への不安要因が規範遵守にマイナスの規
定因となって影響を与えていた。 
次に、「学校礼節関与」指標を従属変数に

設定し同指標に影響を及ぼす要因を独立変
数に設定すると、両国の子どもに共通して、
「きょうだい数」「道徳の授業が楽しい」「先
生にほめてもらう」といった要因が大きな規
定因として現れた。その中でも、特に「きょ
うだい数」の影響性は両国間で対照的な値を
示している。中国は � � � � 年より実施されて
いる「一人っ子政策」によって兄弟のいない 

      日本（東京）    中国（北京） 

偏相関係数   � � � � �        � � � � �  

決定係数    � � � � �        0.269 

表３ 学校礼節関与指標の多重回帰分析 
子どもが多くいるため、日本に比べ中国の

子どもは、他人との関与の仕方を学ぶ機会が
少ないようである。一方、中国の子どもにお
いては「親にほめてもらう」「親にしかられ
る」といった規定因が高いことから、子ども
が学校での他人への対応行動においても、親
のしつけが大きく影響を及ぼしていること

が分かる。 
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